
   岐阜大学大学院学則（案） 

平成１９年４月１日 

岐阜大学規則第５１号 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 岐阜大学大学院（以下「大学院」という。）は，独創的かつ先進的研究の拠点

として，知の創造と統合に努めるとともに，高度な教育を通してそれを継承発展させ，

豊かな人間性と学識を養い，判断力と実行力及び構想力に富む人材の育成を行い，も

って地域社会と人類の発展に貢献することを目的とする。 

   第２章 教育研究上の基本組織 

（大学院研究科及び専攻） 

第２条 大学院に次の研究科（以下「研究科」という。）を置き，研究科に次の専攻を

置く。 

教育学研究科      教職実践開発専攻 

心理発達支援専攻 

総合教科教育専攻 

地域科学研究科     地域政策専攻 

地域文化専攻 

医学系研究科      医科学専攻 

再生医科学専攻 

看護学専攻 

医療者教育学専攻 

工学研究科       生産開発システム工学専攻 

物質工学専攻 

電子情報システム工学専攻 

環境エネルギーシステム専攻 

  自然科学技術研究科   生命科学・化学専攻 

生物生産環境科学専攻 

環境社会基盤工学専攻 

物質・ものづくり工学専攻 

知能理工学専攻 

エネルギー工学専攻 

連合農学研究科     生物生産科学専攻 

生物環境科学専攻 

生物資源科学専攻 

連合獣医学研究科    獣医学専攻 

連合創薬医療情報研究科 創薬科学専攻 

              医療情報学専攻 

２ 前項の教育学研究科教職実践開発専攻は，専門職学位課程（学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第９９条第２項に定める専門職大学院の課程）とし，専門職大学院

設置基準（平成１５年文部科学省令第１６号）第２６条第１項に定める教職大学院の

課程（以下「教職大学院課程」という。）とする。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第２条の２ 前条に定める研究科又は専攻にあっては，人材の養成に関する目的，そ

の他の教育研究上の目的を定め公表するものとする。 
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２ 前項に定めるもののほか，教育研究上の目的の公表等に関し必要な事項は，別に

定める。 

（課程） 

第３条 大学院の課程は，修士課程，教職大学院課程及び博士課程とする。 

２ 教育学研究科に修士課程及び教職大学院課程を置き，地域科学研究科及び自然科学

技術研究科に修士課程を置き，医学系研究科に修士課程及び博士課程を置き，工学研

究科，連合農学研究科，連合獣医学研究科及び連合創薬医療情報研究科に博士課程を

置く。 

３ 医学系研究科再生医科学専攻，工学研究科，連合農学研究科及び連合創薬医療情報

研究科の博士課程は，後期３年の課程のみの博士課程とする。 

４ 医学系研究科医科学専攻及び連合獣医学研究科の博士課程は４年の博士課程とす

る。 

５ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は

高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

６ 教職大学院課程は，高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のため

の教育を行うことを目的とする。 

７ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその

他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊

かな学識を養うことを目的とする。 

（連合農学研究科の教育研究の実施） 

第４条 連合農学研究科の教育研究は，岐阜大学（以下「本学」という。）及び静岡大

学の協力により実施するものとする。 

（連合獣医学研究科の教育研究の実施） 

第５条 連合獣医学研究科の教育研究は，本学，帯広畜産大学，岩手大学及び東京農工

大学の協力により実施するものとする。 

（連合創薬医療情報研究科の教育研究の実施） 

第６条 連合創薬医療情報研究科の教育研究は，本学及び岐阜薬科大学の協力により実

施するものとする。 

（教員組織） 

第７条 研究科には，その教育研究上の目的を達成するため，研究科及び専攻の規模

並びに授与する学位の種類及び分野に応じ，必要な教員を置くものとする。 

２ 研究科は，教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し，組織的な教育が行われ

るよう特に留意するものとする。 

３ 研究科の教員は，教育研究上支障を生じない場合には，学部，研究施設等の教員

等がこれを兼ねることができる。 

第８条 博士課程を担当する教員は，教育研究上支障を生じない場合には，一個の専攻

に限り，修士課程を担当する教員のうち大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８

号）第９条第１項第２号の資格を有する者がこれを兼ねることができるものとする。 

   第３章 大学院教育 

    第１節 標準修業年限及び在学期間等 

（入学定員及び収容定員） 

第９条 研究科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

研 究 科 課 程 専  攻 入 学 定 員 収 容 定 員 

教育学研究科 教職大学院課程 教職実践開発専攻 ２５ ５０ 
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 修士課程 

心理発達支援専攻 

総合教科教育専攻 

１０ 

３４ 

２０ 

６８ 

計 ６９ １３８ 

地域科学研究科 修士課程 

地域政策専攻 

地域文化専攻 

１２ 

８ 

２４ 

１６ 

計 ２０ ４０ 

医学系研究科 

修士課程 
看護学専攻 ８ １６ 

医療者教育学専攻 ６ １２ 

博士課程 医科学専攻 ４７ １８８ 

博士課程 再生医科学専攻 ６ １８ 

工学研究科 博士課程 

生産開発システム工学専攻 

物質工学専攻 

電子情報システム工学専攻 

環境エネルギーシステム専攻 

７ 

３ 

４ 

１３ 

２１ 

９ 

１２ 

３９ 

計 ２７ ８１ 

自然科学技術研

究科 
修士課程 

生命科学・化学専攻 

生物生産環境科学専攻 

環境社会基盤工学専攻 

物質・ものづくり工学専攻 

知能理工学専攻 

エネルギー工学専攻 

８２ 

４４ 

２９ 

６７ 

８１ 

７２ 

１６４ 

８８ 

５８ 

１３４ 

１６２ 

１４４ 

計 ３７５ ７５０ 

連合農学研究科 博士課程 

生物生産科学専攻 

生物環境科学専攻 

生物資源科学専攻 

７ 

５ 

８ 

２１ 

１５ 

２４ 

計 ２０ ６０ 

連合獣医学 

研究科 
博士課程 獣医学専攻 ６ ２４ 

連合創薬医療 

情報研究科 
博士課程 

創薬科学専攻 

医療情報学専攻 

３ 

３ 

９ 

９ 

計 ６ １８ 

合          計 ５９０ １，３４５ 

（標準修業年限） 

第１０条 修士課程及び教職大学院課程の標準修業年限は，２年とする。 

２ 医学系研究科再生医科学専攻，工学研究科，連合農学研究科及び連合創薬医療情報

研究科の博士課程の標準修業年限は，３年とする。 

３ 医学系研究科医科学専攻及び連合獣医学研究科の博士課程の標準修業年限は，４年

とする。 

（在学期間） 

第１１条 学生は，前条に規定するそれぞれの標準修業年限の２倍に相当する期間を超

えて在学することができない。 
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２ 第１８条第１項の規定により入学した学生は，前項の規定にかかわらず，第１８条

第１項の規定により定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学

することができない。 

３ 第４１条の規定により長期にわたる教育課程の履修を許可された教育学研究科及

び工学研究科の学生が在学することができる期間は，学長が教育上特別の必要がある

と認める場合には，前２項の規定にかかわらず，当該学生の標準修業年限の２倍に相

当する期間に１年を加算した期間とすることができる。 

    第２節 学年，学期及び休業日 

（学年，学期及び休業日） 

第１２条 大学院の学年，学期及び休業日は，岐阜大学学則（平成１９年学則第５０

号。以下「本学学則」という。）第１９条から第２１条までの規定を準用する。 

    第３節 入学 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，再入学，転入学及び秋季入学に

ついては，前条に規定する学期の区分に従い学生を入学させることができる。 

（入学資格） 

第１４条 大学院へ入学することのできる者は，学校教育法その他の関係法令等の定め

た入学資格に該当する者とする。 

２ 前項に定めるもののほか，入学資格（再入学及び転入学を除く。）に関し必要な事

項は，別に定める。 

（入学願書の提出） 

第１５条 大学院へ入学を志願する者は，第６１条に規定する検定料を添え，所定の期

日までに入学願書を提出しなければならない。ただし，再入学，転入学並びに秋季入

学を志願する者は，研究科の指定する期日までに，入学願書を提出しなければならな

い。 

２ 前項に定めるもののほか，入学願書の提出に関し必要な事項は，別に定める。 

（合格者の決定及び入学手続） 

第１６条 学長は，入学志願者について，別に定めるところにより選考の上，合格者を

決定する。 

２ 前項の規定による合格者で大学院に入学しようとする者は，第６１条に規定する入

学料を納付し所定の期日までに入学の手続をしなければならない。 

（入学の許可） 

第１７条 学長は，前条第２項の規定により入学手続をした者（第６２条の規定による

入学科の免除又は納付猶予の申請を行った者を含む。）は，入学を許可する。 

（再入学及び転入学） 

第１８条 学長は，次の各号のいずれかに該当する者で大学院への入学を志願するもの

があるときは，第９条に規定する研究科の収容定員等を勘案し，教育に支障のない場

合に限り，選考の上，相当年次に入学を許可することができる。 

一 第４２条の規定により大学院を退学又は除籍された者で，その退学又は除籍後２

年以内に再入学を願い出たもの 

二 他の大学院に在学する者で，当該他の大学院の学長が大学院への転入学を承認し

たもの 

２ 前項に定めるもののほか，再入学及び転入学に関し必要な事項は，別に定める。 

（既修得単位等の認定） 
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第１９条 研究科長は，第１７条又は前条の規定により入学を許可された者の既に履修

した授業科目及びその単位数の認定を行うことができるものとする。 

（準用規定） 

第２０条 第１５条，第１６条及び第１７条の規定は，第１８条の規定により入学した

者にこれを準用する。 

    第４節 教育課程及び履修方法等 

（教育課程の編成） 

第２１条 研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために，本学及び研究科の教育

課程に関する編成及び実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の下で必要な授業科

目を開設するとともに，学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）

の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成にあたっては，研究科の専攻分野に関する高度の専門的知識及び

能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養する

よう適切に配慮しなければならない。 

３ 修士課程，教職大学院課程及び博士課程の授業科目は，必修科目及び選択科目と

する。 

４ 前各項に定めるもののほか，教育課程の編成に関し必要な事項は，別に定める。 

（授業及び研究指導） 

第２２条 研究科の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

第２３条 研究科における授業及び研究指導は，研究科及び研究科の基礎となる学部

並びに研究科の教育内容と関連のある本学の研究施設及び共同教育研究支援施設に

所属する教授が担当する。ただし，必要があるときは，准教授，講師又は助教に研

究指導及び授業を担当させることができる。 

２ 前項に定めるもののほか，授業及び研究指導に関し必要な事項は，別に定める。 

 （指導教授等） 

第２４条 第１６条及び第１８条第１項の規定により入学した者には，専攻に従って，

それぞれ指導教授等を定める。 

２ 前項に規定する指導教授等は，必要に応じて２人以上とすることができる。 

（連合農学研究科，連合獣医学研究科及び連合創薬医療情報研究科の学生の配置） 

第２５条 連合農学研究科，連合獣医学研究科及び連合創薬医療情報研究科の学生は，

別に定める主指導教員が所属する大学に配置する。 

２ 前項の規定により本学以外の大学に配置された学生は，本学の学則その他の諸規則

のほか，当該大学の諸規則等を遵守しなければならない。 

（履修計画） 

第２６条 学生は，当該学生を主に指導する指導教授等の指導を受けて履修計画を作

成し，指定する期日までに，その履修計画を研究科長へ提出しなければならない。 

（修得単位等） 

第２７条 学生は，必修科目及び選択科目を合せて研究科及び専攻が定めた必要単位

数を修得しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，修得単位等に関し必要な事項は，別に定める。 

（単位の計算方法） 

第２８条 単位の計算方法については，本学学則第３５条の規定を準用する。 
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（一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準） 

第２９条 研究科又は専攻が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習及び

実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するにあたっては，

その組み合わせに応じ，大学院設置基準第１５条により準用する大学設置基準第２

１条第２項各号に規定する基準を考慮して研究科が定める時間の授業をもって１単

位とすることができる。 

（授業科目の授業期間） 

第３０条 授業科目の授業は，１５週にわたる期間を単位として行うものとする。た

だし，教育上特別の必要があると認められる場合は，これらの期間より短い特定の

期間において授業を行うことができる。 

（授業科目の成績） 

第３１条 授業科目を履修した者に対しては，原則として試験を行う。この場合，定

期試験は，学期末又は学年末に行うものとし，その試験は，筆答試験，口頭試問，

研究報告等の方法により行う。 

２ 履修した授業科目の成績は，前項に規定する試験のほか，研究報告，随時行う試

験，出席及び学修状況等により総合判定する。 

３ 授業科目の成績は，秀，優，良，可及び不可の５種の評語をもって表し，秀，優，

良及び可を合格とする。 

（単位修得の認定） 

第３２条 単位修得の認定は，前条に規定する授業科目の成績の判定に基づき，研究

科が別に定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３３条 研究科長は，教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，

学生に当該他の大学院の授業科目の履修を許可することができる。 

２ 他の大学院で履修した期間は，大学院の在学期間に算入する。 

３ 前２項に定めるもののほか，他の大学院における授業科目の履修等に関し必要な

事項は，別に定める。 

（他の大学院等における研究指導） 

第３４条 研究科長は，教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所等との協

議に基づき，学生に当該他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受ける

ことを認めることができる。ただし，修士課程の学生について認める場合には，当

該研究指導を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

２ 他の大学院又は研究所等で必要な研究指導を受けた期間は，大学院の在学期間に

算入する。 

３ 前２項に定めるもののほか，他の大学院等における研究指導に関し必要な事項は，

別に定める。 

（教育方法の特例） 

第３５条 研究科においては，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間

その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により

教育を行うことができる。 

（成績基準の評価等の明示等） 
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第３６条 研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間

の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 研究科は，学修の成果及び学位論文に係る評価（教職大学院課程にあっては，学

修の成果に係る評価）並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保す

るため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたが

って適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第３７条 研究科は，研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（留学） 

第３８条 学生の留学は，本学学則第４７条の規定を準用する。 

（外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等） 

第３９条 学長は，教育上有益と認めるときは，学生に外国の大学院等が行う通信教

育における授業科目を我が国において履修させることができる。 

２ 第３３条第１項及び第２項の規定は，学生が外国の大学院等が行う通信教育にお

ける授業科目を履修する場合にこれを準用する。 

３ 前２項に定めるもののほか，外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の

履修に関し必要な事項は，別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第４０条 研究科長は，教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学する前に大

学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置

基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１５条に定める科目等履修生として修得し

た単位を含む。）を，大学院に入学した後の授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。 

２ 前項に定めるもののほか，入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は，別

に定める。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第４１条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し

出たときは，その計画的な履修について，学長の許可を得なければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別

に定める。 

    第５節 休学，復学，転研究科，転学，退学及び除籍 

（休学，復学，転研究科，転学，退学及び除籍） 

第４２条 学生の休学，復学，転研究科，転学，退学及び除籍は，本学学則第５１条

から第５８条までの規定を準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる本

学学則の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

読み替える本学学則

の規定 

読み替えら

れる字句 
読み替える字句 
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第５１条第１項及び

第２項，第５３条第１

項及び第２項，第５４

条第１項並びに第５

７条第１項 

学部長 研究科長 

第５２条第２項 
通算して 

３年 

通算して，教育学研究科，地域科学研究科，医学

系研究科看護学専攻及び医療者教育学専攻並びに

自然科学技術研究科にあっては２年，医学系研究

科再生医科学専攻，工学研究科，連合農学研究科

及び連合創薬医療情報研究科にあっては３年，医

学系研究科医科学専攻及び連合獣医学研究科にあ

っては４年 

第５２条第３項及び

第５８条第１号 
第１８条 第１１条 

第５４条第１項 学部 研究科 

第５４条第１項及び

第２項 
転部 転研究科 

第５４条第２項 第２９条 第１９条 

    第６節 課程の修了要件及び学位の授与 

（修士課程の修了要件） 

第４３条 修士課程の修了要件は，２年以上在学し，第２７条の規定により専攻分野に

ついて修了要件として定める単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該

修士課程の目的に応じ，学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし，特に優れた業績を上げた者の在学期間につい

ては，１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，修士課程の修了要件に関し必要な事項は，別に定める。 

（教職大学院課程の修了要件） 

第４４条 教職大学院課程の修了要件は，２年以上在学し，第２７条の規定により専攻

分野について修了要件として定める単位を修得することとする。ただし，在学期間に

関しては，第４０条の規定により修得したものとみなした単位数，その修得に要した

期間その他を勘案して，１年を超えない期間を在学したものとみなすことができる。 

２ 研究科長は，教育上有益と認めるときは，入学する前の教員としての実務経験を有

する者について，前項に定める修了要件に必要な単位の一部を免除することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか，教職大学院課程の修了要件に関し必要な事項は，別に

定める。 

（博士課程の修了要件） 

第４５条 博士課程の修了要件は，研究科が定めた年数以上在学し，第２７条の規定に

より専攻分野について修了要件として定める単位を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，特に優れた

研究業績を上げた者の在学期間については，研究科が定めた年数以上在学すれば足り

るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，博士課程の修了要件に関し必要な事項は，別に定める。 

（学位の授与） 
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第４６条 学長は，修士課程，教職大学院課程又は博士課程を修了した者には，岐阜

大学学位規則（以下「学位規則」という。）の定めるところにより修士，教職修士

（専門職）又は博士の学位を授与する。 

（学位論文提出による学位の授与） 

第４７条 学長は，学生以外の者で学位論文を提出して博士の学位の授与を申請する者

があるときは，学位規則の定めるところによりこれを受理する。 

２ 学長は，前項の規定により学位論文を提出し，その審査に合格し，かつ，専攻学術

に関し，所定の学力を有することを確認された者には，学位規則の定めるところによ

り，博士の学位を授与する。 

（学位論文等の取扱） 

第４８条 第４３条から前条までに規定する学位論文の審査及び最終試験又は学力の

確認については，学位規則の定めるところによる。 

２ 第１１条に規定する在学期間中に第２７条に規定する単位を修得（研究科が定めた

授業時間を所定の時間数受講した者を含む。）した者は，学位論文を提出することが

できる。 

（単位修得認定書の交付） 

第４９条 在学期間中に所定の単位を修得し，学位論文の提出に至らなかった者から願

い出があったときは，単位修得認定書を交付することができる。 

    第７節 教員免許状 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第５０条 研究科の専攻において，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及

び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を

取得した者は，教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。 

２ 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表のとおりと

する。 

    第８節 賞罰 

（表彰） 

第５１条 学生の表彰は，本学学則第６３条の規定を準用する。 

（懲戒） 

第５２条 学生の懲戒は，本学学則第６４条の規定を準用する。 

   第４章 研究生，科目等履修生，聴講生，特別聴講学生等 

（研究生） 

第５３条 特定の専門事項について研究することを志願する者については，学長は，大

学院研究生として入学を許可することができる。 

（科目等履修生） 

第５４条 学生以外の者で，一又は複数の授業科目の履修を志願する者については，研

究科の教育に支障のない場合に限り，学長は，大学院科目等履修生として入学を許可

することができる。 

（聴講生） 

第５５条 学生以外の者で，一又は複数の授業科目の聴講を志願する者については，研

究科の教育に支障のない場合に限り，学長は，聴講生として入学を許可することがで

きる。 

（特別聴講学生） 

第５６条 他の大学院（外国の大学院を含む。）に在籍する学生で大学院の授業科目に

ついて履修することを希望するものについては，当該他の大学院との協議に基づき，
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大学院の研究科の教育に支障のない場合に限り，学長は，特別聴講学生として入学を

許可することができる。 

２ 前項に定める「研究科の教育に支障がない場合」とは，本来の学生数と合わせて収

容定員を大幅に超えない場合をいう。 

（特別研究学生） 

第５７条 他の大学院（外国の大学院を含む。）に在籍する学生で大学院において必要

な研究指導を受けることを希望するものについては，当該他の大学院との協議に基づ

き，大学院の研究科の教育研究に支障のない場合に限り，学長は，特別研究学生とし

て入学を許可することができる。 

 （短期特定課題受託研修生） 

第５８条 他の大学院（外国の大学院を含む。）に在籍する学生で大学院において短期

の研修を希望する者については，当該他の大学院との協議に基づき，大学院の研究科

の教育研究に支障のない場合に限り，学長は，短期特定課題受託研修生として入学を

許可することができる。 

（外国人留学生） 

第５９条 外国人留学生として大学院に入学を志願する者については，別に定めるとこ

ろにより選考の上，学長は，外国人留学生として入学を許可することができる。 

２ 前項に規定する外国人留学生については，第９条に規定する収容定員の枠外とする

ことができる。 

（準用規定） 

第６０条 第５３条から前条までに関し必要な事項は，本学学則第７２条を準用する。 

   第５章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額及びその納付方法） 

第６１条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額並びに納付方法は，本学学則７８条

の規定を準用する。 

（入学料，授業料及び寄宿料の免除及び納付猶予） 

第６２条 入学料，授業料及び寄宿料の免除及び納付猶予については，本学学則第７

９条の規定を準用する。 

   第６章 雑則 

（補則） 

第６３条 この学則に定めるもののほか，研究科に関し必要な事項は，別に定めるこ

とができる。 

第６４条 この学則に定めるもののほか，学生に関し必要な事項は，本学学則を準用

する。 

２ 本学学則を準用する場合は，「学部」を「研究科」，「学部長」を「研究科長」

と，それぞれ読み替えるものとする。 

   附 則 

１ この学則は，平成１９年１０月１日から施行する。 

２ 第９条の表中，教育学研究科修士課程，医学系研究科博士課程の「医科学専攻」，

工学研究科博士前期課程，連合創薬医療情報研究科及び「合計」に係る収容定員に

ついては，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりと

する。 

研 究 科 課 程 専 攻 収 容 定 員 
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

医学系研究科 
博士 

課程 
医科学専攻 ２０６ ２００ １９４ 

工学研究科 

博士 

前期 

課程 

社会基盤工学専攻 

機械システム工学専攻 

応用科学専攻 

電気電子工学専攻 

生命工学専攻 

応用情報学専攻 

機能材料工学専攻 

人間情報システム工学専攻 

数理デザイン工学専攻 

環境エネルギーシステム専攻 

２９ 

２９ 

２６ 

２９ 

２９ 

３３ 

２６ 

２４ 

１８ 

３２ 

５８ 

５８ 

５２ 

５８ 

５８ 

６６ 

５２ 

４８ 

３６ 

６４ 

 

連合創薬医療 

情報研究科 

博士 

課程 

創薬科学専攻 

医療情報専攻 

３ 

３ 

６ 

６ 

９ 

９ 

合  計 １，３２９ １,３４９ １,３４９ 

   附 則 

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科の修士課程学校教育専攻及び特別支援教育専攻及び農学研究科の修

士課程生物資源生産学専攻，生物生産システム学専攻及び生物資源利用学専攻は，改

正後の岐阜大学大学院学則（以下「新学則」という。）第２条の規定にかかわらず，

平成２０年３月３１日に当該専攻に在学する者が，当該専攻に在学しなくなる日まで

の間，存続するものとする。 

３ 平成１９年度以前に教育学研究科及び農学研究科に入学した者については，新学

則第５１条第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

４ 第９条の表中，教育学研究科の「収容定員」及び全体の「合計」に係る収容定員に

ついては，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとす

る。 

研 究 科 課 程 専 攻 
収 容 定 員 

平成２０年度 平成２１年度 

教育学研究科 

教職大学院課程 教職実践開発専攻 ２０ ４０ 

修士課程 

心理発達支援専攻 

カリキュラム開発専攻 

教科教育専攻 

学校教育専攻 

特別支援教育専攻 

９ 

２０ 

６８ 

１１ 

３ 

１８ 

２０ 

６０ 

 

計 １３１ １３８ 

合 計 １，３５６ １，３６３ 

    附 則 

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。 
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２ 第９条の表工学研究科の項中機械システム工学専攻及び数理デザイン工学専攻，

連合獣医学研究科の項及び合計の項の収容定員の欄については，同表の規定にかか

わらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

研 究 科 課 程 専 攻 
収 容 定 員 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

工学研究科 博士前期課程 
機械システム工学専攻 

数理デザイン工学専攻 

６３ 

３１ 

６８ 

２６ 

６８ 

２６ 

連合獣医学 

研究科 
博士課程 獣医学専攻 ６５ ７０ ７５ 

合 計 １，３６８ １,３６７ １,３７２ 

附 則 

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年度以前に連合農学研究科に入学した者については，改正後の第２８条

第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 第９条の表中，連合農学研究科の「収容定員」及び全体の「合計」の欄について

は，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

研 究 科 課 程 専 攻 
収 容 定 員 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

連合農学研究科 博士課程 

生物生産科学専攻 

生物環境科学専攻 

生物資源科学専攻 

１９ 

１３ 

２０ 

２０ 

１４ 

２２ 

２１ 

１５ 

２４ 

合 計 １，３８１ １,３８５ １,３８９ 

附 則 

この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年度以前に入学した者については，改正後の第４２条第３項の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は，平成２４年７月２６日から施行する。 

２ 平成２１年度以降に教育学研究科に入学した者については，改正後の学則第５１

条第２項の規定について，平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科の修士課程カリキュラム開発専攻及び教科教育専攻並びに応用生物

科学研究科の修士課程資源生命科学専攻及び生物環境科学専攻は，改正後の岐阜大

学大学院学則（以下「新学則」という。）第２条の規定にかかわらず，平成２５年３

月３１日に当該専攻に在学する者が，当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続

するものとする。 
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３ 新学則第９条の表中，教育学研究科及び応用生物科学研究科の「収容定員」につ

いては，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとす

る。 

研 究 科 課 程 専 攻 
収 容 定 員 

平成２５年度 

教育学研究科 修士課程 

心理発達支援専攻 

総合教科教育専攻 

カリキュラム開発専攻 

教科教育専攻 

２０  

３８  

１０  

３０  

応用生物科学研究科 修士課程 

応用生命科学専攻 

生産環境科学専攻 

資源生命科学専攻 

生物環境科学専攻 

４５  

４４  

４５  

４４  

４ 平成２４年度以前に教育学研究科及び応用生物科学研究科に入学した者について

は，新学則第５１条第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は，平成２５年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度以前に教育学研究科教職大学院課程教職実践開発専攻特別支援学校

コースに入学した者については，改正後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

   附 則 

１ この学則は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 医学系研究科の博士前期課程再生医科学専攻，工学研究科の博士前期課程社会基

盤工学専攻，機械システム工学専攻，応用化学専攻，電気電子工学専攻，生命工学

専攻，応用情報学専攻，機能材料工学専攻，人間情報システム工学専攻，数理デザ

イン工学専攻及び環境エネルギーシステム専攻並びに応用生物科学研究科の修士課

程応用生命科学専攻及び生産環境科学専攻は，改正後の岐阜大学大学院学則（以下

「新学則」という。）第２条の規定にかかわらず，平成２９年３月３１日に当該専攻

に在学する者が，当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

３ 新学則第９条の表中，教育学研究科及び自然科学技術研究科の「収容定員」につ

いては，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

研 究 科 課 程 専 攻 
収 容 定 員 

平成２９年度 

教育学研究科 
教職大学院課程 教職実践開発専攻 ４５  

修士課程 心理発達支援専攻 ２１  
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総合教科教育専攻 ７２  

自然科学技術研究科 修士課程 

生命科学・化学専攻 

生物生産環境科学専攻 

環境社会基盤工学専攻 

物質・ものづくり工学専攻 

知能理工学専攻 

エネルギー工学専攻 

８２  

４４  

２９  

６７  

８１  

７２  

４ 平成２８年度以前に教育学研究科教職大学院課程，工学研究科博士前期課程及び

応用生物科学研究科に入学した学生が取得できる教員免許状の種類は，新学則第５

０条第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この学則は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岐阜大学大学院学則（以下「新学則」という。）第９条の表中，連合獣医

学研究科の「収容定員」については，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分

による当該年度のとおりとする。 

研 究 科 課 程 専 攻 
収  容  定  員 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

連合獣医学研究科 博士課程 獣医学専攻 ６６  ５２  ３８  

３ 平成２９年度以前に教育学研究科教職大学院課程に入学した学生が取得できる教

員免許状の種類は，新学則第５０条第２項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

   附則 

１ この学則は，（新元号）２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岐阜大学大学院学則第９条の表中，医学系研究科医療者教育学専攻の「収

容定員」については，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度

のとおりとする。 

研 究 科 課程 専 攻 
収 容 定 員 

（新元号）２年度 

医学系研究科 修士課程 医療者教育学専攻 ６ 

合計 １，３３９ 
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別表（第５０条関係） 

研究科 課程 専攻 
専修・ 

コース 

免許状の 

種類 

免許教科・ 

領域の種類 

教育学 

研究科 

教 職 

大学院 

課 程 

教職実践開発専攻 

学校管理職 

養成コース 

教育実践 

開発コース 

小学校教諭 

専修免許状 
 

中学校教諭 

専修免許状 

国語，社会，数学，理

科，音楽，美術，保健

体育，保健，技術，家

庭，職業，職業指導，

英語，ドイツ語，フラ

ンス語，宗教 

高等学校 

教諭専修 

免許状 

国語，地理歴史，公民，

数学，理科，音楽，美

術，工芸，書道，保健

体育，保健，看護，家

庭，農業，工業，商業，

水産，商船，職業指導，

英語，ドイツ語，フラ

ンス語，宗教，情報，

福祉 

幼稚園教諭 

専修免許状 
 

特別支援学

校教諭専修

免許状 

知的障害者，肢体不自

由者，病弱者 

修士 

課程 
心理発達支援専攻 

臨床心理学 

コース 

学校心理学 

コース 

 

小学校教諭 

専修免許状 
 

中学校教諭 

専修免許状 

国語，社会，数学，理

科，音楽，美術，保健

体育，保健，技術，家

庭，職業，職業指導，

英語，ドイツ語，フラ

ンス語，宗教 

高等学校教

諭専修免許

状 

国語，地理歴史，公民，

数学，理科，音楽，美

術，工芸，書道，保健

体育，保健，看護，家

庭，農業，工業，商業，

水産，商船，職業指導， 
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英語，ドイツ語，フラ

ンス語，宗教，情報，

福祉 

幼稚園教諭 

専修免許状 
 

養護教諭 

専修免許状 
 

特別支援 

教育コース 

特別支援学

校教諭専修

免許状 

知的障害者，肢体不自

由者，病弱者 

  総合教科教育専攻  

小学校教諭 

専修免許状 
 

中学校教諭 

専修免許状 

国語，社会，数学，理

科，音楽，美術，保健

体育，保健，技術，家

庭，職業，職業指導，

英語，ドイツ語，フラ

ンス語，宗教
 

高等学校教

諭専修免許

状 

国語，地理歴史，公民，

数学，理科，音楽，美

術，工芸，書道，保健

体育，保健，看護，家

庭，農業，工業，商業，

水産，商船，職業指導，

英語，ドイツ語，フラ

ンス語，宗教，情報，

福祉
 

幼稚園教諭 

専修免許状 
 

養護教諭専

修免許状 
 

栄養教諭専

修免許状 
 

自然科 

学技術 

研究科 

修士 

課程 

生命科学・化学専攻 

 

高等学校 

教諭専修 

免許状 

理科 

生物生産環境科学

専攻 
農業 
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岐阜大学大学院医学系研究科教授会規程（案） 

 

                           平成１６年４月１日 

                           岐阜大学医学部規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人岐阜大学運営組織規則第１８条第４項の規定に基づ

き，岐阜大学大学院医学系研究科（以下「研究科」という。）に置く岐阜大学大学院

医学系研究科教授会（以下「教授会」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（組織） 

第２条 教授会は，次に掲げる者（以下「構成員」という。）をもって組織する。 

一 研究科の専任の教授 

二 医学部医学教育開発研究センターの専任の教授 

三 医学部附属地域医療医学センターの専任の教授 

四 研究科看護学専攻を担当する岐阜大学医学部看護学科の専任の教授 

（審議事項） 

第３条 教授会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

 一 学生の入学，卒業及び課程の修了に関する事項 

 二 学位の授与に関する事項 

 三 中期計画及び年度計画に関する事項（本法人の経営に関するものを除く。） 

 四 医学系研究科長（以下「研究科長」という。）候補者の推薦に関する事項 

 五 教育職員の教育研究業績の審査に関する事項 

 六 教育研究戦略，教育研究方法及び教育研究組織に関する事項 

 七 教育課程の編成に関する事項 

 八 学生の身分に関する事項 

 九 学生の修学支援に関する事項 

 十 予算配分及び決算に関する事項 

 十一 その他教育，研究及び業務に関する事項 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学長及び研究科長（以下この項において「学

長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し，及び学長等の

求めに応じ，意見を述べることができる。 

（議長） 

第４条 教授会に議長を置き，研究科長をもって充てる。 

２ 研究科長に事故があるときは，研究科長があらかじめ指名した副研究科長がその職務

を代理する。 

３ 議長は，教授会を招集する。 

（会議） 

第５条 教授会は，構成員の３分の２以上が出席しなければ，会議を開き，議決すること

ができない。 

２ 海外渡航中及び休職中の者は，前項の構成員数に算入しない。 
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（議決） 

第６条 議事は出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず，学位の授与及び教育職員の教育研究業績の審査に関する事

項については，出席者の３分の２以上の賛成をもって決する。 

（研究科教授会議等） 

第７条 教授会は，研究科の運営を円滑に行うため，医科学専攻・医療者教育学専攻に医

学研究科教授会議を，看護学専攻に看護学専攻教授会議を置く。 

２ 教授会は，その定めるところにより，医学研究科教授会議及び看護学専攻教授会議の

議決をもって教授会の議決とすることができる。 

３ 医学研究科教授会議及び看護学専攻教授会議に関する事項は，別に定める。 

（研究科長の解任） 

第８条 教授会は，学長に対して，研究科長の解任を発議することができる。 

２ 教授会構成員から研究科長の解任発議があったときは，ただちに，あらかじめ指名し

た副研究科長に議長を交替し議事を進行する。 

（構成員以外の者の出席） 

第９条 議長が必要と認めたときは，構成員以外の者の出席を求めて，その意見を聴くこ

とができる。 

（議事要録） 

第１０条 議長は，教授会の議事録を作成し，次回教授会に提出してその承認を得なけれ

ばならない。 

（庶務） 

第１１条 教授会の庶務は，医学系研究科・医学部事務部において処理する。 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか，教授会の運営に関し必要な事項は，教授会の意

見を聴いて，研究科長が定める。 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
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   附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 
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